
- 1 -

税
関
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
等
の
書
式
に
関
す
る
省
令
及
び
財
務
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
案
）
参
照
条
文

◎

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
申
告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年

法
律
第
百
十
二
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
及
び
二

（
省

略
）

三

特
定
原
産
品
申
告
書

本
邦
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
輸
出
さ
れ
る
物
品
が
特
定
原
産
品
で
あ
る
こ
と
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
税
関
当
局
に
対
し
申
告
す

る
書
類
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ

る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
作
成
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁

的
記
録
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
物
品
を
輸
入
す
る
者
、
輸
出
す
る
者
又
は
生
産
す
る
者
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
第
三
・
十
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
作
成
す
る
も
の
を
い
う
。

四

特
定
原
産
品
誓
約
書

本
邦
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
輸
出
さ
れ
る
物
品
が
特
定
原
産
品
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁

的
記
録
を
作
成
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
物
品
に
係
る
特
定
原
産
品
申
告
書
の
作
成
の
用
に
供
す
る
た
め
、

当
該
物
品
を
輸
出
す
る
者
又
は
生
産
す
る
者
が
当
該
特
定
原
産
品
申
告
書
を
作
成
す
る
者
に
交
付
し
、
又
は
提
供
す
る
も
の
を
い
う
。

五

（
省

略
）

（
書
類
の
保
存
）

第
四
条

本
邦
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
輸
出
さ
れ
る
物
品
を
輸
出
す
る
者
又
は
生
産
す
る
者
で
当
該
物
品
に
係
る
特
定
原
産
品
申
告
書
を
作
成
し
た
者
は
、

当
該
物
品
に
関
す
る
書
類
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
当
該
特
定
原
産
品
申
告
書
の
作
成
の
日
か
ら
五
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
特
定
原
産
品
申
告
書
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
関
税
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
申
告
の
用
に
供
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

２

本
邦
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
輸
出
さ
れ
る
物
品
を
輸
出
す
る
者
又
は
生
産
す
る
者
で
当
該
物
品
に
係
る
特
定
原
産
品
誓
約
書
を
作
成
し
た
者
は
、
当
該

物
品
に
関
す
る
書
類
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
当
該
特
定
原
産
品
誓
約
書
の
作
成
の
日
か
ら
五
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
特

定
原
産
品
誓
約
書
を
特
定
原
産
品
申
告
書
の
作
成
の
用
に
供
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
、
又
は
当
該
特
定
原
産
品
誓
約
書
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
特
定
原

産
品
申
告
書
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
関
税
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
申
告
の
用
に
供
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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（
資
料
の
提
出
及
び
立
入
検
査
等
）

第
五
条

財
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
特
定
原
産
品
申
告
書
若
し
く
は
特
定
原
産
品
誓
約
書
を
作
成
し
た
者
そ
の
他
の
関
係

者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
必
要
な
場
所
に
立
ち
入
ら
せ
、
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
書
類
そ

の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
省

略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
会
う
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者

に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
省

略
）

（
権
限
の
委
任
）

第
七
条

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
の
権
限
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
税
関
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

税
関
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
権
限
を
税
関
の
支
署
そ
の
他
の
税
関
官
署
の
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３

（
省

略
）

◎

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
申
告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二

十
六
年
政
令
第
三
百
九
十
四
号
）
（
抄
）

（
保
存
書
類
）

第
三
条

法
第
四
条
第
一
項
（
書
類
の
保
存
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
そ
の
写

し
を
含
む
。
）
と
す
る
。

一

本
邦
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
輸
出
さ
れ
る
物
品
を
輸
出
す
る
者
で
当
該
物
品
に
係
る
特
定
原
産
品
申
告
書
を
作
成
し
た
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。
）

イ
及
び
ロ
又
は
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
類

イ

法
第
四
条
第
一
項
の
物
品
に
係
る
特
定
原
産
品
申
告
書

ロ

法
第
四
条
第
一
項
の
物
品
に
係
る
契
約
書
、
仕
入
書
、
価
格
表
、
総
部
品
表
、
製
造
工
程
表
そ
の
他
の
当
該
物
品
に
係
る
特
定
原
産
品
申
告
書
の
内

容
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類

ハ

法
第
四
条
第
一
項
の
物
品
に
係
る
特
定
原
産
品
誓
約
書
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二

本
邦
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
輸
出
さ
れ
る
物
品
を
生
産
す
る
者
で
当
該
物
品
に
係
る
特
定
原
産
品
申
告
書
を
作
成
し
た
者

前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ

る
書
類

２

法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
書
類
（
そ
の
写
し
を
含
む
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

法
第
四
条
第
二
項
の
物
品
に
係
る
特
定
原
産
品
誓
約
書

二

法
第
四
条
第
二
項
の
物
品
に
係
る
契
約
書
、
仕
入
書
、
価
格
表
、
総
部
品
表
、
製
造
工
程
表
そ
の
他
の
当
該
物
品
に
係
る
特
定
原
産
品
誓
約
書
の
内
容

を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類

（
権
限
の
委
任
）

第
四
条

法
第
五
条
第
一
項
（
資
料
の
提
出
及
び
立
入
検
査
等
）
の
規
定
に
よ
る
財
務
大
臣
の
権
限
は
、
特
定
原
産
品
申
告
書
又
は
特
定
原
産
品
誓
約
書
を
作

成
し
た
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
主
た
る
事
務
所
（
個
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
住
所
又
は
居
所
。
次
項
に
お
い
て
「
主
た
る
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）

の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

税
関
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
権
限
を
特
定
原
産
品
申
告
書
又
は
特
定
原
産
品
誓
約
書
を
作
成
し
た
者

そ
の
他
の
関
係
者
の
主
た
る
事
務
所
等
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
関
の
支
署
そ
の
他
の
税
関
官
署
の
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
及
び
４

（
省

略
）

◎

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
抄
）

（
税
関
職
員
の
権
限
）

第
百
五
条

税
関
職
員
は
、
こ
の
法
律
（
第
十
一
章
（
犯
則
事
件
の
調
査
及
び
処
分
）
を
除
く
。
）
又
は
関
税
定
率
法
そ
の
他
関
税
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で

定
め
る
も
の
の
規
定
に
よ
り
職
務
を
執
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

一

外
国
貿
易
船
等
、
外
国
貿
易
船
等
以
外
の
船
舶
若
し
く
は
航
空
機
若
し
く
は
車
両
で
外
国
貨
物
を
積
ん
で
い
る
も
の
、
こ
れ
ら
に
積
ま
れ
て
い
る
貨

物
、
保
税
地
域
に
あ
り
、
若
し
く
は
保
税
地
域
に
出
し
入
れ
さ
れ
る
貨
物
又
は
こ
れ
ら
の
貨
物
以
外
の
外
国
貨
物
に
つ
い
て
、
所
有
者
、
占
有
者
、
管
理

者
、
船
長
、
機
長
、
運
送
人
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
し
、
若
し
く
は
検
査
し
、
又
は
こ
れ
ら
に
代
え
て
関
係
書
類
（
そ
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
電

磁
的
記
録
の
作
成
又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
提
示
さ
せ
、
若
し
く
は
提
出
さ
せ
る
こ
と

二

前
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
つ
い
て
の
帳
簿
書
類
（
そ
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電

磁
的
記
録
を
含
む
。
第
四
号
の
二
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
百
五
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
検
査
し
、
又
は
当
該
貨
物
若
し
く
は
そ
の
あ
る
場
所
に

封
か
ん
を
施
す
こ
と
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三

第
四
十
三
条
の
四
（
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
の
承
認
等
の
際
の
検
査
）
（
第
六
十
一
条
の
四
及
び
第
六
十
二
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
六
十
一
条
第
三
項
（
保
税
工
場
外
に
お
け
る
保
税
作
業
）
（
第
六
十
二
条
の
七
及
び
第
六
十
二
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
六
十
二
条
の
三
第
二
項
（
保
税
展
示
場
に
入
れ
る
外
国
貨
物
に
係
る
手
続
）
、
第
六
十
三
条
第
二
項
（
保
税
運
送
）
、
第
六
十
七
条
（
輸
出

又
は
輸
入
の
許
可
）
（
第
七
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
七
条
の
四
第
三
項
（
輸
出
の
許
可
の
取
消
し
）
又
は
第
七
十
六
条

第
一
項
た
だ
し
書
（
郵
便
物
の
輸
出
入
の
簡
易
手
続
）
に
規
定
す
る
検
査
に
際
し
、
見
本
を
採
取
し
、
又
は
提
供
さ
せ
る
こ
と

四

外
国
貿
易
船
等
若
し
く
は
外
国
貨
物
を
積
み
、
若
し
く
は
積
み
込
も
う
と
し
て
い
る
外
国
貿
易
船
等
以
外
の
船
舶
若
し
く
は
航
空
機
に
乗
り
込
み
、
又

は
保
税
地
域
に
出
入
す
る
車
両
の
運
行
を
一
時
停
止
さ
せ
る
こ
と

四
の
二

輸
出
さ
れ
た
貨
物
に
つ
い
て
、
そ
の
輸
出
者
、
そ
の
輸
出
に
係
る
通
関
業
務
を
取
り
扱
つ
た
通
関
業
者
、
当
該
輸
出
の
委
託
者
そ
の
他
の
関
係
者

（
次
項
に
お
い
て
「
輸
出
者
等
」
と
い
う
。
）
に
質
問
し
、
当
該
貨
物
に
つ
い
て
の
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
し
、
又
は
当
該
物
件
（
そ
の
写
し

を
含
む
。
）
の
提
示
若
し
く
は
提
出
を
求
め
る
こ
と

五

関
税
定
率
法
第
十
三
条
第
一
項
（
製
造
用
原
料
品
の
減
税
又
は
免
税
）
又
は
第
十
九
条
第
一
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
の
減
税
、
免
税
又
は
戻

し
税
等
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
軽
減
若
し
く
は
免
除
を
受
け
た
貨
物
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
関
税
の
払
戻
し
に
係
る
貨
物
若
し
く
は
同
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
る
関
税
の
控
除
に
係
る
貨
物
、
こ
れ
ら
の
製
品
若
し
く
は
製
造
用
機
械
器
具
又
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
帳
簿
書
類
を
検
査
す
る
こ
と

六

輸
入
さ
れ
た
貨
物
に
つ
い
て
、
そ
の
輸
入
者
、
そ
の
輸
入
に
係
る
通
関
業
務
を
取
り
扱
つ
た
通
関
業
者
、
当
該
輸
入
の
委
託
者
、
不
当
廉
売
（
関
税
定

率
法
第
八
条
第
一
項
（
不
当
廉
売
関
税
）
に
規
定
す
る
不
当
廉
売
を
い
う
。
）
さ
れ
た
貨
物
（
同
条
第
三
十
六
項
規
定
に
よ
り
不
当
廉
売
さ
れ
た
貨
物
の

輸
入
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
国
内
に
お
け
る
販
売
を
行
つ
た
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
次
項
に
お
い
て
「
輸
入
者
等
」
と
い
う
。
）
に
質
問

し
、
当
該
貨
物
若
し
く
は
当
該
貨
物
に
つ
い
て
の
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
し
、
又
は
当
該
物
件
（
そ
の
写
し
を
含
む
。
）
の
提
示
若
し
く
は
提

出
を
求
め
る
こ
と

２

税
関
職
員
は
、
前
項
第
四
号
の
二
又
は
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
輸
出
者
等
又
は
輸
入
者
等
に
対
し
て
物
件
の
提
出
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
当
該
輸
出
者
等
又
は
当
該
輸
入
者
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
物
件
を
留
め
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

税
関
職
員
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
務
を
執
行
す
る
と
き
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
制
服
を
着
用
し
、
か
つ
、
そ
の
身
分
を
示
す

証
票
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

５

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
税
関
職
員
の
権
限
）

第
百
二
十
六
条

税
関
職
員
は
、
こ
の
節
の
規
定
に
よ
り
質
問
、
検
査
、
領
置
、
臨
検
、
捜
索
若
し
く
は
差
押
を
し
、
又
は
開
示
を
求
め
る
と
き
は
、
そ
の
身

分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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◎

民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
（
抄
）

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
）

第
三
条

民
間
事
業
者
等
は
、
保
存
の
う
ち
当
該
保
存
に
関
す
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
（
主

務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
の
保
存
に
代
え
て
当

該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
保
存
に
つ
い
て
は
、
当
該
保
存
を
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
保
存
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
規
定
す

る
書
面
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
保
存
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

◎

財
務
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年

年
財
務
省
令
第
十
六
号
）
（
抄
）

（
法
第
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
保
存
）

第
三
条

法
第
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
保
存
は
、
別
表
第
一
の
中
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
書
面
の
保
存
と
す

る
。


